
【１６】

の
際
の
窓
口
負
担
が
軽
く
な
り
ま
す
。

　
限
度
額
適
用
認
定
証
を
利
用
さ
れ

な
い
方
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
後
か

ら
申
請
す
る
こ
と
で
、
高
額
療
養
費

の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

交
付
を
受
け
る
た
め
に
は

　
限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
受

け
る
た
め
に
は
、
事
前
に
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
役
場
住
民
生

活
課
（
３
番
窓
口
）
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。
代
理
の
方
で
も
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▽
持
参
す
る
物
　
保
険
証
、
印
鑑

　
な
お
、
国
保
税
の
滞
納
が
あ
る
方

は
原
則
と
し
て
同
認
定
証
の
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
国
保

税
は
納
期
限
ま
で
に
き
ち
ん
と
納
め

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

従
来
の
制
度
を
ご
利
用
の
方

　
こ
れ
ま
で
受
領
委
任
払
い
制
度
を

利
用
し
て
い
た
方
は
、
限
度
額
適
用

認
定
証
へ
の
切
り
替
え
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
現
在
入
院

中
で
国
民
健
康
保
険
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
も
、
申
請

す
れ
ば
限
度
額
適
用
認
定
証
へ
の
切

り
替
え
が
で
き
ま
す
。

▽
持
参
す
る
物
　
高
額
療
養
費
受
領

委
任
証
明
書
（
緑
色
）
ま
た
は
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
白
色
）、

保
険
証
、
印
鑑

◆
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ
　
役
場
住

民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
担
当

（
察
　

－

３
１
１
１
内
線
１
２
４
）

８２

へ
ど
う
ぞ
。

４
月
か
ら
　
歳
未
満
も
対
象
に

７０

限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付

　町では、収入が一定以下の方を対象に、介護保険料の軽減

制度を行っています。

　対象となるのは、老齢福祉年金受給者および老齢福祉年金

以下の収入で、一定条件を満たしている人です（下表参照）。

　保険料の減額を受けるためには、本人の申請が必要となり

ますので、対象となる方はお早めに手続きを行ってください。

◆問い合わせ　役場保健福祉課介護保険担当（察８２－３１１１内

線１６３）へどうぞ。

軽　減　の　内　容軽　減　の　対　象　と　な　る　人区分

保険料段階第１段階の半額の保険

料相当額に軽減

（年額２１,６００円→１０,８００円に軽減）

１　老齢福祉年金受給者で本人および世帯全員が非課税

２　老齢福祉年金以下の収入で、次の４つの要件をすべて満たし、生活保護を受けて

いない人。 ▼世帯全員が住民税非課税 ▼世帯の年間収入が１２０万円以下（３人目か

ら１人につき４０万円を加算） ▼住民税課税者に扶養されていない ▼１００万円以上の

預貯金など一定以上の資産を所有していない―人

Ⅰ

本来納めるべき保険料段階から１

段階分軽減

（年額より１０,８００円を軽減）

１　災害により著しい損害を受けたとき

２　世帯生計維持者の死亡または長期入院などで収入が著しく減少したとき

３　世帯生計維持者の収入が事業の休廃止、失業などにより著しく減少したとき

４　世帯生計維持者の収入が不漁、不作などにより著しく減少したとき

Ⅱ

保険料段階第３段階を第１段階の

保険料に軽減

（年額３２,４００円→２１,６００円に軽減）

　保険料段階が第３段階で、次の４つの要件をすべて満たす人。 ▼世帯全員が住民

税非課税 ▼世帯の年間収入が１２０万円以下（３人目から１人につき４０万円を加算） ▼

住民税課税者に扶養されていない ▼１００万円以上の預貯金など一定以上の資産を所

有していない―人

Ⅲ

◆介護保険料軽減制度の概要

低所得者の介護保険料減免制度

対象となる方は
　お早めに手続きを

１カ月当たりの限度額
世帯の状況

年４回目以降年３回まで

４４,４００円
 ８０,１００円+（２６７,０００円

を超えた分の１％）
一 般

８３,４００円
 １５０,０００円+（５００,０００

円を超えた分の１％）
上 位 所 得 者

２４,６００円３５,４００円町民税非課税世帯

◆自己負担の限度額

※同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担額です。

　
４
月
か
ら
国
民
健
康

保
険
の
限
度
額
適
用
認

定
証
が
　
歳
未
満
の
方

７０

に
も
交
付
さ
れ
ま
す
。

　
限
度
額
適
用
認
定
証

は
、
国
保
に
加
入
し
て

い
る
方
が
入
院
し
た
時

に
病
院
の
窓
口
で
提
示

す
れ
ば
、
月
単
位
の
窓

口
負
担
が
一
定
の
限
度

額
（
下
表
の
と
お
り
）

に
と
ど
め
ら
れ
、
窓
口

で
多
額
の
現
金
を
支
払

う
必
要
が
な
く
な
る
も

の
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
は
　
歳
以

７０

上
の
方
の
み
が
対
象
と

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

４
月
か
ら
は
　
歳
未
満

７０

の
方
も
同
認
定
証
の
交

付
が
受
け
ら
れ
、
入
院

国国国国国国国国国国国保保保保保保保保保保保


